
サ
ハ
ダ
シ
ョ
ウ
ア
ン

還
田
富
庵

宗
監
の
子
、

辺
都
道
玄
。
見
文
六
年
紛
争
-
以
て
前
聞
綱
紀
か
ら
二

十
人
扶
持
を
受
け
、
組
外
に
斑
し
た
。
時
に
年
二
十
。

後
に
父
の
名
を
裂
い
で
宗
墜
と
改
め
、
貞
享
二
年
三

且
級
を
世
附
し
て
京
都
に
退
去
し
た
。
燕
円
以
風
邪
は
父

子
の
宗
墜
を
混
じ
、
道
路
を
高
舵
に
作
っ
て
交
前
知

の
一
蹴
と
し
て
ゐ
る
。
文
同
絡
帳
に
菖
庵
元
と
記
す

る
が
、
一
冗
は
道
玄
の
朝
日
開
口
ら
し
い
。

サ
ハ
ダ
シ
ン
パ
チ

選
回
新
八

前

m利
時
間
の
時

の
御
歩
で
、
或
時
間
門
を
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
。

然
る

に
利
協
が
謬
勤
の
お
小
松
を
裂
し、

金
棒
浅
野
屋
に

宿
泊
し
て
大
樋
金
鴎
橋
を
沼
地
し
た
際
、
新
入
は
旧

の
際
に
斡
隠
し
て
居
た
。
新
八
に
そ
の
放
を
悶
ふ

と
、
最
早
御
苑
に
な
ら
う
か
と
待
っ
て
居
た
が
、
赦

犯
な
き
に
依
り
、

一
限
切
殺
さ
れ
た
方
が
御
悩
り
も

止
む
で
あ
ら
う
と
思
う
て
か
く
の
湿
り
で
あ
る
と
巾

上
げ
た
。
利
治
は
、
猿
の
皮
の
毛
巾
着
を
下
げ
て
底

た
が
今
も
持
っ
て
ゐ
る
か
と
尋
ね
、
そ
の
所
持
す
る

を
見
て
、
こ
れ
を
下
げ
て
随
行
せ
よ
と
命
じ
た
。
研

は
山
本
選
府
の
微
妙
公
夜
話
に
殺
せ
ら
れ
る
。

ザ
ハ
ダ
ス
ケ
ア
ヤ

漆
田
空由
来

泡
務
士
口
左
衛
門
・

九
内
・諮
門
。
訴
は
亮
然
、
手
は
伯
晴
也
、
践
は
諮
問
削
。

墜
を
陸
原
之
惇
・稲
垣
卸
聞
に
受
け
、
亦
天
文
を
談
ず

る
こ
と
を
好
ん
だ
。
文
化
四
年
九
且
交
正
詔
夜
し
て
、

治
紋
千
石
を
裂
ぎ
、
思
組
組
に
涯
し
、
能
州
御
郡
奉

行
・表
御
小
将
番
蹴
品
問
近
制
臼
用
・物
商
並
・御
先
街
頭
・

サ
ハ
シ
ョ
ウ
ベ
エ

還
庄
兵
衛

文
少
兵
衛
に
作

る
。
食
品
肺
二
百
石
。
交
は
服
部
常
在
院
と
い
ひ
、
庄

兵
術
の
都
民
を
回
目
し
た
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
元

和
元
年
大
坂
役
に
出
陣
し
、
黒
門
訟
に
て
深
手
を
資

ひ
、
一治且
十
七
日
死
亡
し
た
。
庄
兵
衛
夜
後
そ
の
子

服
部
抗
右
衛
門
相
約
し
、
後
抑
問
相
裂
い
で
務
に
仕
へ

る。

盗
賊
殴
方
翠
行

・
金
湖
町
奉
行
に
降
任
し
た
。
天
保

八
年
正
且
十
八
日
夜
‘
五
十
九
歳
。

ザ
ハ
ダ
ソ
ウ
ケ
ン

漂
田
宗
堅

昨
は
点
一
ニ
、
蹴

は
的
施
。
交
は
泉
州
緋
の
人
春
闘
M

で
、
京
都
に
移
住

し
て
ゐ
た
。
宗
盤
石
川
丈
山
に
尽
び
、
見
文
五
年
十

一
且
六
日
儒
を
以
て
前

m綱
紀
の
政
す
る
聞
と
な

り
、
三
百
石
た
受
け
、
組
外
に
斑
し
た
が
、
点
享
二

年
三
月
仕
を
僻
し
て
去
っ
た
。

サ
バ
h
F
h
F

キ

錆
拘

親
元
日
前
文
明
十
三
年
七

且
廿
九
日
畠
山
左
衛
門
佐
か
ら
公
方
へ
献
上
物
の
中

に
、
節
拘
サ
桶
と
あ
る
。
節
の
切
身
を
間
間
半
に
し
た

も
の
で
あ
ら
う
o
lv
y
ホ
カ
ラ
間
間
半
。

サ
ハ
ダ
ト
モ
マ
サ

選
回
友
豆

沼
都
市
丞
・奥
三

右
衛
門
。
元
政
十
二
年

前
山
吉
徳
の
小
々
時
と
な

り
、
十
五
年
父
市
兵
衛
の
治
知
二
百
石
を
製
ぎ
、
御

側
小
将
・御
大
小
将
・問
問
制
自
に
惟
任
し
、
九
年
御
先

筒
顕
に
鯨
じ
て
こ
百
石
を
増
し
、
十
年
裂
し
た
。

サ
ハ
ダ
ナ
ガ
カ
ゲ

運
団
長
影

辺
都
少
五
郎

・

源
太
夫
。
自
は
太
郎
左
衛
長
関
の
次
子
で
、
そ
の
兄

次
郎
右
衛
門
長
治
に
慈
は
れ
た
も
の
。
元
政
三
年
総

五
百
石
を
問
答
吉
、
御
大
小
将
問
番
・御
先
弓
顕
よ
り

次
第
に
界
地
し
て
大
組
問
削
に
軍
ふ
り
、
元
文
百
年
七
且

十
二
日
七
十
三
歳
を
以
て
残
し
た
。

サ
ハ
ダ
ナ
ガ
マ
サ

湿
田
長
政

沼
務
次
左
衛
門
。

院
長
八
年
前
回
利
長
に
仕
へ
、
総
二
百
石
を
受
け
た

が
、
先
中
市
街
諸
政
人
か
ら
椛
は
れ
て
ゐ
た
の
で
、
本

姓
三
賀
野
氏
を
改
め
て

m
mと
抑
制
し
、
帥岨
中
氷
見
庄

に
置
か
れ
た
。
十
九
年
五
百
石
を
加

へ
、
使
番
に
任

じ
て
大
坂
再
役
に
間
口
で
訟
功
が
あ
h
、
元
利
二
年

千
石
を
加
へ
、
御
持
筒
足
騒
市
聞
に
任
じ
、
寛
永
八
年

二
千
三
百
石
門
内
奥
力
知
千
二
百
石
U

を
加
で
合
計

四
千
石
を
受
け
た
。
子
孫
相
迎
い
で
滞
に
仕
へ
る
。

サ
ハ
ダ
ナ
ガ
ム
ネ

漂
団
長
致

沼
解
剖
畑
八
郎

・

サ
ハ
ダ
ナ
ホ
ハ
ル

漂
国
産

温

小

松
の
入
、
天

保
五
年
正
且
を
以
て
生
ま
れ
、
幼
名
市
太
郎
、
後
に

匁
之
助
と
改
め
た
。
幼
よ
り
勾
認
を
郷
校
に
受
け
、

弘
化
四
年
金
仰
に
続
君
、
閉
山
仰
木
下
附
出
に
従
ひ
て

祭
び
、
引
が
永
五
年
制
明
民
間
担
す
る
に
及
び
て
京
都
に
行

き
、
終
史
を
躍
恒
且
洲
に
、
和
紙
を
草
服
部
明
直
に
製

び
、
開
る
こ
と
三
故
、
梁
大
に
地
み
て
郷
に
殴
っ
た

が
、
安
政
三
年
復
京
師
に
遊
び
、
制
山
元
中
に
就
き

て
洩
附
留
方
を
受
け
た
。
翌
年
日
文
明
目
し
て
家
に
趨
り

万
圭
の
烈
子
潟
を
教
授
し
、
文
久
二
年
務
命
を
器
じ

て
江
戸
に
鎚
b
、
村
川
縦
六
の
門
に
入
り
て
則
訟
を

説
み
、傍
ら
航
海
術
を
海
軍
保
練
所
に
、制
R
M
術
を
近

臨
廿
古
に

mT
ん
だ
。
翌
年
徳
川
家
茂
京
師
に
朝
し
、
軍

艦
を
加
賀
出
附
に
仙
っ
た
時
、
直
油
開
閉
ば
れ
て
護
機
丸

の
来
組
民
と
な
っ
た
。
後
江
戸
に
拡
り

伴
餓
太
郎
・

大
鳥
圭
介
に
従
ひ
、
英
口
一
及
び
測
釦
術
を
修
め
、
殴

限
の
初
出
附
に
郎
hJ
、
軍
艦
操
縦
腕
敬
授
と
な
り
、
明

治
元
年
に
は

HW命
を
受
け
て
越
後
に
赴
い
た
が
、
こ

の
時
総
五
十
石
を
賜
ひ
、
巾
骨
合
馬
廻
組
に
狂
し
て
ゐ

た
。
慨
に
し
て
政
府
民
政
局
を
臨
拠
の
塔
寺
に
置

き
、
対
い
で
之
を
坂
本
に
移
し
た
が
、
直
泊
は
窓
際

の
命
を
受
け
て
之
を
管
L
、
治
相
制
頗
る
多
か
っ
た
。

二
年
踏
め
ら
れ
て
東
京
に
断
り
、
小
説
三
容
を
著
し

て
士
勝
間
比
率
の
法
令
調
し、
題
し
て
拶
物
総
と
い
ひ
、

四
年
前
削
利
嗣
の
英
凶
に
留
製
す
る
に
従
ひ
、
三
年

に
し
て
邸
り
、
七
年
羽
野
新
聞
世
に
入
。
て
編
輸
を

掌
h
J
、
刑
に
倒
れ
て
獄
に
凶
は
れ
、
十
年
赦
さ
れ
、

十
七
年
新
聞
枇
を
去
っ
て
太
政
官
に
出
仕
し
、
十
九

治
兵
衛
。

元
文
五
年
父
郡
太
夫
長
者
の
也
知
五
百
石

を
磁
ぎ
、
御
崎
廻
に
班
し
、
沈
保
二
年
一品
問
町
務
行

に
任
じ
た
が
、
向
山
方
宜
し
か
ら
ざ
る
を
以
て
延
亭
三

年
五
且
什
二
日
御
預
と
な
り
、
四
年
知
行
を
召
放
さ

'し一-』
O

1
4
J
 

年
内
閣
闘
に
任
ぜ
ら
れ
、
二
十
一
年
緩
め
ら
れ
、

後

前
旧
民
の
鎚
に
第
永
突
弛
以
来
の
ー文
献
を
勤
査
し
た

が
、
二
十
九
年
二
且
入
日
暴
に
病
み
て
波
し
た
。
計
千

年
六
十
三
。

ザ
ハ
ダ
ヒ
サ
ヒ
ロ

漂
回
久
宥

沼
総
長
四
郎

-

膝
左
衛
門
。
元
文
四
年
兄
七
太
夫
長
郷
の
治
知
百
五

十
石
を
製
ぎ
、
資
隠
十
二
年
四
且
朔
越
中
岩
瀬
に
於

い
て
代
官
杉
若
文
左
衛
門
と
果
L
A
Hn
ひ
、
安
二
日
間
担

し
た
。
享
年
三
十
八。

サ
ハ
ダ
マ
ザ
ウ
ヂ

還
国
政
氏

沼
務
友
之
助
・右

右
膳

・
五
郎
左
衛
門
。
医
安
三
年
父
治
左
衛
門
政
行

治
知
の
中
二
百
石
を
受
け
、
斑
治
二
年
小
々
将
と
し

て
四
百
石
を
加
へ
、
冗
文
七
年
叉
四
百
石
を
明
し
、

八
年
御
小
将
御
伎
役
、
延
質
二
年
御
馬
廻
と
な
り
‘

正
徳
四
年
九
且
九
日
夜
し
た
。

サ
ハ
ダ
ヤ
イ
チ
ロ
ウ

還
因
調

一
一
郎
先
永
二
オ

年
前
倒
光
高
の
小
々
将
と
な
り
、
正
保
元
年
新
知
二

百
石
を
受
け
、
後
御
馬
廻
に
斑
し
た
。
子
務
相
綴
い

で
加
に
仕

へ
る
。

ザ
ハ
ダ
リ
ヨ
ウ

津
田
稜

迦
務
中
山
善
。
蹴
は
附

披
。
亮
采
の
嫡
男
で
、
天
保
入
年
交
の
校
千
行
を
裂

ぎ
、
M
m
廻
組
に
班
し
た
が
、
問
年
八
且
什
六
践
を
以

て
渡
し
た
。
接
、
向
山
引
を
林
業
披
に
受
け
、
好
ん
で
時

を
作
っ
た
。

ザ
ハ
ノ

違
野

鹿
島
郡
崎
山
保
野
郷
に
回
す
る

都
稿
。
承
久
三
年
註
活
の
能
管
凶
問
撤
回
録
に
、
『
館

野
村
三
段
六
』
と
あ
る
。

サ
ハ
ノ
ゴ
ボ
ウ

漂
野
牛
芳

賀
踏
の
産
物
制
自

に、
『
陣
野
牛
芳
、
鹿
島
綿
棒
野
村
・殿
村
』
と
あ
る
。

段
は
栂
野
の
隣
巴
で
あ
る
。

ザ
ハ
ノ
ジ
ユ
ウ
ベ
エ

漂
野
+
兵
衛
市
町
治
元
年

七
且
廿
六
日
前
回
綱
紀
夫
人
の
入
輿
の
時
、
曲u
賄
滞

か
ら
従
ひ
来
っ
た
も
の
。
保
科
氏
の
政
三
百
石
に
加

サ，、

四
ー晶-，、


